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次頁以降の記載内容のうち、  の記載事項は、前回提出から

の変更箇所を示す。 
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1. 概要 

本説明書は，変更後における再処理施設の保安のための業務に係る品

質管理に必要な体制の整備に関する説明書として，品質管理に関する事項

に基づき，再処理施設の当該事業変更許可申請（以下「本申請」という。）

に当たって実施した設計活動に係る品質管理の実績及びその後の工事等の

活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項を記載する。 

 

2. 基本方針 

本説明書では，本申請における，「実施した設計活動に係る品質管理

の実績」及び「その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係

る事項」を，以下のとおり説明する。 

 (１) 設計活動に係る品質管理の実績 

「設計活動に係る品質管理の実績」として，実施した設計の管理の

方法を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記載する。 

具体的には，組織について「3.1 本申請における設計に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階に

ついて「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」に，品質管理

の方法について「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」に，

調達管理の方法について「3.4 本申請における調達管理の方法」に，

文書管理について「3.5 本申請における文書及び記録の管理」に，不

適合管理について「3.6 本申請における不適合管理」に記載する。 

 (２) その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項 

   その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につ

いては，「4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等」に記

載する。 
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具体的には，組織について「4.1 その後の工事等の活動に係る組織

（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」に，実施する各段階に

ついて「4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査」に，品質管

理の方法について「4.3 その後の設計に係る品質管理の方法」，

「4.4 工事に係る品質管理の方法」及び「4.5 使用前事業者検査の

方法」に，設計及び工事の計画の認可申請（以下「設工認」という。）

における調達管理の方法について「4.6 設工認における調達管理の方

法」に，文書管理について「4.7 その後の設計，工事等における文書

及び記録の管理」に，不適合管理について「4.8 その後の不適合管理」

に記載する。 

また，設工認に基づき，「再処理施設の技術基準に関する規則（令

和２年原子力規制委員会規則第９号）（以下「技術基準規則」とい

う。）」への適合性を確保するために必要となる設備（以下「適合性

確認対象設備」という。）の施設管理について，「5. 適合性確認対

象設備の施設管理」に記載する。 

 

3. 設計活動に係る品質管理の実績 

本申請に当たって実施した設計に係る品質管理は，再処理事業変更許

可申請書本文における九、再処理施設の保安のための業務に係る品質管理

に必要な体制の整備に関する事項（以下「事業変更許可本文九号」とい

う。）に基づき以下のとおり実施する。 

なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２年３月31

日までに実施した業務は，事業変更許可本文九号に基づくものではないこ

とから，令和２年３月31日までに実施した業務の実績については，本申請

における活動実績に応じて記載する。 
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（補足説明資料1-1） 

 

3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含

む） 

設計及び調達は，第3.1－１図に示す組織に係る体制で実施する。 

なお，本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２年３月31

日以前に実施した調達業務は第3.1－２図に示す組織に係る体制で実施し

た。 

（補足説明資料1-2） 

また，設計（「3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法」）及

び調達（「3.4 本申請における調達管理の方法」）の各プロセスを主管

する箇所を第3.1－１表に示す。 

（補足説明資料1-2） 

第3.1－１表に示す各プロセスを主管する箇所の長は，担当する設備に

関する設計及び調達について，責任と権限を持つ。 

 

3.1.1 設計に係る組織 

設計は，第3.1－１表に示す主管箇所のうち，「3.3 本申請における

設計に係る品質管理の方法」に係る箇所が設計を主管する組織として実施

する。 

この設計に必要な資料の作成を行うため，第3.1－１図に示す体制を定

めて設計に係る活動を実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

（補足説明資料1-2） 
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3.1.2 調達に係る組織 

調達は，第 3.1－１表に示す組織の調達を主管する箇所で実施する。 

なお，本申請において上記による体制で実施した。 

（補足説明資料1-2） 

 

3.2 本申請における設計の各段階とその審査 

  本申請における設計は，本申請における申請書作成及びこれに付随する

基本的な設計として，事業変更許可本文九号「Ｇ．ｃ．設計開発」のうち，

必要な事項に基づき以下のとおり実施する。 

  本申請における設計の各段階及び調達と事業変更許可本文九号との関係

を第 3.2－1 表に示す。 

  設計を主管する箇所の長は，第 3.2－1 表に示すアウトプットに対する

審査（以下「レビュー」という。）を実施するとともに，記録を管理する。 

  また，設計の各段階におけるレビューについては，第3.1－１表に示す

設計を主管する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施す

る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-1） 

 

3.3 本申請における設計に係る品質管理の方法 

設計を主管する箇所の長は，本申請における設計として，「3.3.1 設

計に用いる情報の明確化」，「3.3.2(１) 申請書作成のための設計」及び

「3.3.2(２) 設計のアウトプットに対する検証」の各段階を実施する。 

以下に各段階の活動内容を示す。 

（補足説明資料2-2） 
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3.3.1 設計に用いる情報の明確化 

設計を主管する箇所の長は，本申請に必要な設計に用いる情報を明確

にする。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-3） 

 

3.3.2 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

  設計を主管する箇所の長は，本申請における設計を以下のとおり実施す

る。 

 (１) 申請書作成のための設計 

   設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書作成のための設計

を実施する。 

   また，設計を主管する箇所の長は，本申請における申請書の作成に必

要な基本的な設計の品質を確保する上で重要な活動となる，「調達に

よる解析」及び「手計算による自社解析」について，個別に管理事項

を実施し品質を確保する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-3） 

（補足説明資料2-4） 

 (２) 設計のアウトプットに対する検証 

設計を主管する箇所の長は，「3.3.2 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「3.3.1 設計に

用いる情報の明確化」）で与えられた要求事項に対する適合性を確認

した上で，要求事項を満たしていることの検証を，組織の要員に指示

する。ただし，当該設計を行った要員に当該設計の検証をさせない。 
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なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-4） 

 (３) 申請書の作成 

   事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，設計を主管する

箇所の長が実施する本申請における申請書作成のための設計からのア

ウトプットを基に，本申請に必要な申請書を作成する。 

   なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-5） 

 (４) 申請書の承認 

   事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所の長は，本申請に必要な

申請書を，再処理安全委員会及び品質・保安会議へ付議し，審議を受

ける。 

   また，事業指定に係る官庁申請を主管する箇所の長は，再処理安全委

員会及び品質・保安会議の審議を得た本申請における申請書について，

原子力規制委員会への提出手続きの承認を得る。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料2-6） 

（補足説明資料2-7） 

（補足説明資料2-8） 

 

3.3.3 設計における変更 

  設計を主管する箇所の長は，設計の変更が必要となった場合，各設計結

果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実施し，影響を受けた

段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 
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（補足説明資料2-9） 

 

3.3.4 新検査制度移行に際しての本申請における設計管理の特例 

設計を主管する箇所の長が実施する本申請における設計管理の対象と

なる業務のうち，令和２年３月 31 日までに実施した本申請における基本

設計に係る調達製品の検証については，事業変更許可本文九号に基づく設

計管理は適用しない。 

 

3.4 本申請における調達管理の方法 

  調達を主管する箇所の長は，調達管理を確実にするために，以下に示す

管理を実施する。 

 

3.4.1 供給者の技術的評価 

  調達を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達物品

等を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実

施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-1） 

 

3.4.2 供給者の選定 

  調達を主管する箇所の長は，本申請における設計に必要な調達を行う場

合，調達に必要な要求事項を明確にし，「3.4.1 供給者の技術的評価」

で，技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質保証計画書を提出さ

せ審査する。 
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なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料3-2） 

（補足説明資料3-3） 

 

3.4.3 調達管理 

  調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステムに

係る活動を行うに当たって，以下に基づき業務を実施する。 

なお，本申請において上記による活動を実施した。 

 (１) 仕様書の作成 

   調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ調達物品等要求事項を

含めた仕様書を作成し，供給者の業務実施状況を適切に管理する。

（「3.4.3(２) 調達した役務の検証」参照） 

（補足説明資料3-4） 

 (２) 調達した役務の検証 

   調達を主管する箇所の長は，調達した役務が調達物品等要求事項を満

たしていることを確実にするために調達した役務の検証を行う。 

   供給者先で検証を実施する場合は，あらかじめ仕様書で検証の要領及

び調達した役務のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

（補足説明資料 3-5） 

 

3.4.4 請負会社他品質監査 

  供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメント

システムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活動が適

切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請負会社他品質

監査を実施する。 
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なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料 3-6） 

 

3.5 本申請における文書及び記録の管理 

  本申請における設計に係る文書及び記録については，品質マネジメント

文書，それらに基づき作成される品質記録であり，これらを適切に管理  

する。 

  なお，本申請において上記による活動を実施した。 

（補足説明資料 3-7） 

 

3.6 本申請における不適合管理 

  本申請に基づく設計において発生した不適合については，適切に処置を

行う。 

 

4. その後の工事等の活動に係る品質管理の方法等 

  その後の工事等の活動に係る品質管理の方法，組織等に係る事項につい

ては，事業変更許可本文九号に基づき以下のとおり実施する。 

 

4.1 その後の工事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達

含む） 

その後の工事等の活動は，第3.1－1図に示す組織に係る体制で実施す 

る。 

 

4.2 その後の設計，工事等の各段階とその審査 
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4.2.1 設計及び工事等のグレード分けの適用 

  設計及び工事等におけるグレード分けは，再処理施設の安全上の重要度

に応じて行う。 

 

4.2.2 設計及び工事等の各段階とその審査 

  設計又は工事を主管する箇所の長及び検査を担当する箇所の長は，その

後における設計及び工事等の各段階において，レビューを実施するととも

に，記録を管理する。 

  なお，設計の各段階におけるレビューについては，設計及び工事を主管

する組織の中で当該設備の設計に関する専門家を含めて実施する。 

 

4.3 その後の設計に係る品質管理の方法 

  設計を主管する箇所の長は，設工認における技術基準規則等への適合性

を確保するための設計を実施する。 

 

4.3.1 適合性確認対象設備に対する要求事項の明確化 

  その後の設計を主管する箇所の長は，設工認に必要な要求事項を明確に

する。 

 

4.3.2 各条文の対応に必要な適合性確認対象設備の選定 

  その後の設計を主管する箇所の長は，各条文の対応に必要な適合性確認

対象設備を抽出する。 

 

4.3.3 設計及び設計のアウトプットに対する検証 

  設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備の技術基準規則等への

15



適合性を確保するための設計を実施する。 

 (１) 基本設計方針の作成（設計１） 

   設計を主管する箇所の長は，技術基準規則等の適合性確認対象設備に

必要な要求事項に対する設計を漏れなく実施するために，技術基準規

則の条文ごとに各条文に関連する要求事項を用いて設計項目を明確に

した基本設計方針を作成する。 

 (２) 適合性確認対象設備の各条文への適合性を確保するための設計（設 

計２） 

   設計を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備に対し，変更があっ

た要求事項への適合性を確保するための詳細設計を，「設計１」の結

果を用いて実施する。 

(３) 詳細設計の品質を確保する上で重要な活動の管理 

設計を主管する箇所の長は，詳細設計の品質を確保する上で重要な

活動となる，「調達による解析」及び「手計算による自社解析」につ

いて，個別に管理事項を実施し，品質を確保する。 

 (４) 設計のアウトプットに対する検証 

   設計を主管する箇所の長は，「4.3.3 設計及び設計のアウトプット

に対する検証」のアウトプットが設計のインプット（「4.3.1 適合性

確認対象設備に対する要求事項の明確化」及び「4.3.2 各条文の対応

に必要な適合性確認対象設備の選定」参照）で与えられた要求事項に

対する適合性を確認した上で，要求事項を満たしていることの検証を，

組織の要員に指示する。 

   なお，この検証は適合性確認を実施した者の業務に直接関与していな

い上位職位の者に実施させる。 
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 (５) 設工認申請書の作成 

設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設計を主管する箇所

の長が実施する設計からのアウトプットを基に，設工認申請書を作成  

する。 

 (６) 設工認申請書の承認 

   設工認申請に係る総括を主管する箇所の長は，設工認申請書を再処 

理安全委員会へ付議し，審議を受けた後に承認を得る。 

 

4.3.4 設計における変更 

   設計を主管する箇所の長は，設計対象の追加又は変更が必要となった

場合，各設計結果のうち，影響を受けるものについて必要な設計を実

施し，影響を受けた段階以降の設計結果を必要に応じ修正する。 

 

4.4 工事に係る品質管理の方法 

  工事を主管する箇所の長は，具体的な設備の設計の実施及びその結果 

を反映した設備を導入するために必要な工事を，「4.6 設工認における

調達管理の方法」の管理を適用して実施する。 

 

4.4.1 具体的な設備の設計の実施（設計３） 

  工事を主管する箇所の長は，工事段階において，要求事項に適合する 

ための具体的な設計（設計３）を実施し，決定した具体的な設備の設計結

果を取りまとめる。 

 

4.4.2 具体的な設備の設計に基づく工事の実施 

  工事を主管する箇所の長は，要求事項に適合する設備を設置するため 
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の工事を実施する。 

 

4.5 使用前事業者検査の方法 

  使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合してい

ることを確認するため，使用前事業者検査を計画し，工事実施箇所からの

独立性を確保した検査体制のもと，実施する。 

 

4.5.1 使用前事業者検査での確認事項 

  使用前事業者検査は，適合性確認対象設備が，認可された設工認に記載

された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合してい

ることを確認するために，以下の項目について検査を実施する。 

 (１) 実設備の仕様の適合性確認 

 (２) 品質マネジメントシステムに係る検査 

 

4.5.2 使用前事業者検査の計画 

  検査を担当する箇所の長は，適合性確認対象設備が，認可された設工認

に記載された仕様及びプロセスのとおりであること，技術基準規則に適合

していることを確認するため，使用前事業者検査を計画する。 

 

4.5.3 検査計画の管理 

  検査に係るプロセスの取りまとめを主管する箇所の長は，使用前事業者

検査の実施時期及び使用前事業者検査が確実に行われることを管理する。 
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4.5.4 使用前事業者検査の実施 

  使用前事業者検査は，検査要領書の作成，検査体制を確立して実施する。 

 

4.6 設工認における調達管理の方法 

  調達又は契約を主管する箇所の長は，設工認で行う調達管理を確実にす

るために，品質管理に関する事項に基づき以下に示す管理を実施する。 

 

4.6.1 供給者の技術的評価 

  契約を主管する箇所の長は，供給者が当社の要求事項に従って調達物品

等を供給する技術的な能力を判断の根拠として，供給者の技術的評価を実

施する。 

 

4.6.2 供給者の選定 

調達を主管する箇所の長は，設工認に必要な調達を行う場合，原子力 

安全に対する影響，供給者の実績等を考慮し，業務の重要度に応じてグレ  

ード分けを行うとともに，調達に必要な要求事項を明確にし，契約を主管

する箇所の長へ供給者の選定を依頼する。 

また，契約を主管する箇所の長は，「4.6.1 供給者の技術的評価」で，

技術的な能力があると判断した供給者を選定する。 

調達を主管する箇所の長は，供給者に対して品質保証計画書を提出さ

せ審査する。 

 

4.6.3 調達物品等の調達管理 

  調達を主管する箇所の長は，調達に関する品質マネジメントシステムに

係る活動を行うに当たって，原子力安全に対する影響及び供給者の実績等
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を考慮し，以下の調達管理に基づき業務を実施する。 

 (１) 仕様書の作成 

   調達を主管する箇所の長は，業務の内容に応じ，品質管理に関する事

項に基づく調達物品等要求事項を含めた仕様書を作成し，供給者の業

務実施状況を適切に管理する。（「4.6.3(２) 調達物品等の管理」参照） 

 (２) 調達物品等の管理 

   調達を主管する箇所の長は，当社が仕様書で要求した製品が確実に納

品されるよう調達物品等が納入されるまでの間，製品に応じた必要な

管理を実施する。 

 (３) 調達物品等の検証 

   調達を主管する箇所の長は，調達物品等が調達物品等要求事項を満た

していることを確実にするために調達物品等の検証を行う。 

   なお，供給者先で検証を実施する場合，あらかじめ仕様書で検証の要

領及び調達物品等のリリースの方法を明確にした上で，検証を行う。 

 

4.6.4 請負会社他品質監査 

   供給者に対する監査を主管する箇所の長は，供給者の品質マネジメン

トシステムに係る活動及び健全な安全文化を育成し維持するための活

動が適切で，かつ，確実に行われていることを確認するために，請負

会社他品質監査を実施する。 

 

4.7 その後の設計，工事等における文書及び記録の管理 

   その後の設計，工事等における文書及び記録については，事業変更許

可本文九号に示す文書，それらに基づき作成される品質記録であり，

これらを適切に管理する。 
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4.8 その後の不適合管理 

   その後の設計，工事及び試験・検査において発生した不適合について

は適切に処置を行う。 

 

5. 適合性確認対象設備の施設管理 

   工事を主管する箇所の長は，適合性確認対象設備について，技術基準

規則への適合性を使用前事業者検査を実施することにより確認し，適

合性確認対象設備の使用開始後においては，施設管理に係る業務プロ

セスに基づき再処理施設の安全上の重要度に応じた点検計画を策定し

保全を実施することにより，適合性を維持する。 

（補足説明資料4-1） 
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プロセス 主管箇所 

3.3 

本申請 にお ける 

設計に 係る 品質 

管理の方法 

設計を主管する箇所 
技術本部 

土木建築部 

事業変更許可に係る

官庁申請を主管する

箇所 

再処理事業部 

再処理計画部 

3.4 
本申請 にお ける 

調達管 理の 方法 

調達を主管する箇所 
技術本部 

土木建築部 

供給者に対する監査

を主管する箇所 

安全・品質本部 

品質保証部 

 

再処理事業部 

品質保証部 

第 3.1－１表 設計及び調達の実施の体制 
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各段階 

事業変更許可

本文九号の対

応項目 

概 要 

設
計 

3.3 

本申請にお

ける設計に

係る品質管

理の方法 

Ｇ．ｃ．(ａ) 

設計開発計画 

本申請及びこれに

付随する基本設計

を実施するための

計画 

3.3.1 

設計に用い

る情報の明

確化 

Ｇ．ｃ．(ｂ) 

設計開発に用

いる情報 

本申請及びこれに

付随する基本設計

の要求事項の明確

化 

3.3.2(１)  

※ 

申請書作成

のための設

計 

Ｇ．ｃ．(ｃ) 

設計開発の結

果に係る情報 

本申請における申

請書作成のための

設計 

3.3.2(２)  

設計のアウ

トプットに

対する検証 

Ｇ．ｃ．(ｅ) 

設計開発の検

証 

本申請及びこれに

付随する基本設計

の妥当性のチェッ

ク 

3.3.3 

※ 

設計におけ

る変更 

Ｇ．ｃ．(ｇ) 

設計開発の変

更の管理 

設計対象の追加や

変更時の対応 

調

達 
3.4 

本申請にお

ける調達管

理の方法 

Ｇ．ｄ． 

調達 

本申請に必要な設

計に係る調達管理 

 

※：「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」で述べている「設計

の各段階におけるレビュー」の各段階を示す。 

 

第 3.2－１表 本申請における設計の各段階及び調達 

（事業変更許可本文九号との関係） 
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東 京 支 社 令和３年１２月１日現在

監 査 役 監 査 役 業 務 部

エンジニアリングセンター プ ロ ジ ェ ク ト 部

技 術 開 発 研 究 所

燃 料 製 造 事 業 部
（ 部：再処理関係部署）

建 築 課

技 術 本 部
情報システム企画部

輸 送 管 理 部

設 計 部

技 術 管 理 部

土 木 建 築 技 術 課

耐 震 技 術 課

土 木 建 築 部 土 木 課

脱 硝 課

ガ ラ ス 固 化 課
ガラス固化施設部

貯 蔵 管 理 課

分 析 管 理 課
分 析 部

分 析 課

輸 送 技 術 課

前 処 理 課
前 処 理 施 設 部

燃 料 管 理 課

分 離 課

化 学 処 理 施 設 部 精 製 課

許 認 可 業 務 課

再 処 理 安 全 委 員 会 運 転 部

廃 棄 物 管 理 課

ユーティリティ施設課
共 用 施 設 部

安全ユーティリティ課

分 析 化 学 機 械 課

ガ ラ ス 固 化 機 械 課
再 処 理 工 場

技 術 課

核 燃 料 取 扱 主 任 者 技 術 部 保 安 管 理 課

電 気 保 全 部 電 気 保 全 課

火 災 防 護 課

機 械 技 術 課

前 処 理 機 械 課

共 用 機 械 課
機 械 保 全 部

化 学 処 理 機 械 課

計 装 技 術 課

計 装 設 計 課
計 装 保 全 部

計 装 第 一 課

計 装 第 二 課

電 気 技 術 課

保 全 企 画 部

保 全 計 画 課
保 全 技 術 部

保 全 技 術 課

建 築 保 全 課
土 木 建 築 保 全 部

土 木 保 全 課

警 備 課
再 処 理 事 業 部

防 災 業 務 課
防 災 管 理 部

防 災 施 設 課

新 基 準 設 計 部

核 物 質 管 理 課

核 物 質 管 理 部 核 物 質 防 護 課

放 射 線 管 理 課

放 射 線 安 全 課
放 射 線 管 理 部

放 射 線 施 設 課

安 全 ・ 品 質 改 革 委 員 会 環 境 管 理 課

品 質 保 証 部 品 質 管 理 課

品質・保安会議 事 業 者 検 査 課

安 全 技 術 課
安 全 管 理 部

作 業 安 全 課
社 長

経 営 企 画 本 部

濃 縮 事 業 部

埋 設 事 業 部 再 処 理 計 画 部

品 質 保 証 課

調 達 室

働 き 方 改 革 本 部

地 域 ・ 広 報 本 部

安 全 ・ 品 質 本 部

監 査 室

カ イ ゼ ン 推 進 室

第 3.1－１図 組織図 
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令和２年３月１日現在 

第 3.1－２図 令和２年３月 31 日以前の組織図 
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再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料リスト 令和5年3月15日 R1

(1/1)

資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1-1 本申請における令和２年３月31日までに実施した業務について 2023/3/15 1

補足説明資料1-2 本申請に係る設計及び調達の体制について 2023/3/15 1

補足説明資料2-1
本申請における設計の各段階におけるレビューについて
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料2-2
本申請における設計に係る品質管理の方法について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料2-3
設計に用いる情報の明確化及び申請書作成のための設計について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料2-4
申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/3/15 1

補足説明資料2-5 申請書の作成について 2023/3/15 1

補足説明資料2-6 申請書の承認について（再処理安全委員会） 2023/3/15 1

補足説明資料2-7 申請書の承認について（品質・保安会議） 2023/3/15 1

補足説明資料2-8 申請書の承認について（稟議による承認） 2023/3/15 1

補足説明資料2-9
設計における変更について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料3-1
供給者の技術的評価について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/3/15 1

補足説明資料3-2
供給者の選定について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料3-3
供給者の品質保証計画書について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料3-4
仕様書の作成について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料3-5
調達した役務の検証について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料3-6
請負会社他品質監査について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料3-7
文書及び記録の管理について
（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務）

2023/1/30 0

補足説明資料4-1
本申請に当たって実施した設計活動に係る品質管理の
活動実績無しに係る説明

2023/3/15 1

再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考
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補足説明資料1-1 

 

本申請における令和２年３月31日までに実施した業務について 

 

本申請における設計及び調達に係る業務のうち令和２年３月31日までに実

施した業務は、事業変更許可本文九号に基づくものではないことから、令和

２年３月31日までに実施した業務の実績については、本申請における活動実

績に応じて記載する。 

該当する業務について以下の表に示す。 

 

表 令和２年３月 31 日以前の組織で実施した業務 

添付書類九における 

該当項目 

実績 該当する補足説明資料 

3.4.1 

供給者の技術的評価 

平成 30 年（2018 年）5 月， 

平成 31 年（2019 年）4 月 

補足説明資料 3-1 

供給者の技術的評価に

ついて 

3.4.2 

供給者の選定 

平成 31 年（2019 年）3 月， 

令和元年（2019 年）11 月 

補足説明資料 3-2 

供給者の選定について 

平成 31 年（2019 年）3 月， 

令和元年（2019 年）12 月 

補足説明資料 3-3 

供給者の品質保証計画

書について 

3.4.3 

調達管理 

平成 31 年（2019 年）3 月， 

令和元年（2019 年）11 月， 

補足説明資料 3-4 

仕様書の作成について 

令和 2 年（2020 年）3 月 補足説明資料 3-5 

調達した役務の検証に

ついて 

 

 

29



令和 5 年 3 月 15 日 R1 
 

 

 

 

 

補足説明資料 1-2 
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補足説明資料1-2 

 

本申請に係る設計及び調達の体制について 

 

本申請における設計及び調達について、以下に示す各プロセスを主管する

箇所が責任と権限を持ち、業務を遂行した。 

設計を主管する箇所として、再処理施設における震源を特定せずに策定す

る地震動「標準応答スペクトル」の取り入れ（以下、本整理資料において

「「標準応答スペクトル」の取り入れ」という。）の設計に関する業務を土

木建築部土木建築技術課および耐震技術課が実施した。 

調達を主管する箇所として、「標準応答スペクトル」の取り入れの調達に

関する業務を土木建築部土木建築技術課および耐震技術課が実施した。 

契約を主管する箇所として、「標準応答スペクトル」の取り入れの契約に

関する業務を調達室が実施した。 

事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所として、本申請における申請

書作成および承認について再処理計画部が実施した。 

供給者に対する監査を主管する箇所として、「標準応答スペクトル」の取

り入れに関する調達の供給者に対する監査について、安全・品質本部 品質

保証部および再処理事業部 品質保証部 品質保証課が実施した。 

 

以上について図「本申請における設計および調達に係る組織」のとおり示

す。 

なお、本申請における一部の業務については、令和２年３月31日以前の組

織で実施していることから、図「本申請における設計および調達に係る組織

（令和２年３月31日以前の組織図）」として示す。 
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東 京 支 社 令和３年１２月１日現在

監 査 役 監 査 役 業 務 部

エンジニアリングセンター プ ロ ジ ェ ク ト 部

技 術 開 発 研 究 所

燃 料 製 造 事 業 部
（ 部：再処理関係部署）

建 築 課

技 術 本 部
情報システム企画部

輸 送 管 理 部

設 計 部

技 術 管 理 部

土 木 建 築 技 術 課

耐 震 技 術 課

土 木 建 築 部 土 木 課

脱 硝 課

ガ ラ ス 固 化 課
ガラス固化施設部

貯 蔵 管 理 課

分 析 管 理 課
分 析 部

分 析 課

輸 送 技 術 課

前 処 理 課
前 処 理 施 設 部

燃 料 管 理 課

分 離 課

化 学 処 理 施 設 部 精 製 課

許 認 可 業 務 課

再 処 理 安 全 委 員 会 運 転 部

廃 棄 物 管 理 課

ユーティリティ施設課
共 用 施 設 部

安全ユーティリティ課

分 析 化 学 機 械 課

ガ ラ ス 固 化 機 械 課
再 処 理 工 場

技 術 課

核 燃 料 取 扱 主 任 者 技 術 部 保 安 管 理 課

電 気 保 全 部 電 気 保 全 課

火 災 防 護 課

機 械 技 術 課

前 処 理 機 械 課

共 用 機 械 課
機 械 保 全 部

化 学 処 理 機 械 課

計 装 技 術 課

計 装 設 計 課
計 装 保 全 部

計 装 第 一 課

計 装 第 二 課

電 気 技 術 課

保 全 企 画 部

保 全 計 画 課
保 全 技 術 部

保 全 技 術 課

建 築 保 全 課
土 木 建 築 保 全 部

土 木 保 全 課

警 備 課
再 処 理 事 業 部

防 災 業 務 課
防 災 管 理 部

防 災 施 設 課

新 基 準 設 計 部

核 物 質 管 理 課

核 物 質 管 理 部 核 物 質 防 護 課

放 射 線 管 理 課

放 射 線 安 全 課
放 射 線 管 理 部

放 射 線 施 設 課

安 全 ・ 品 質 改 革 委 員 会 環 境 管 理 課

品 質 保 証 部 品 質 管 理 課

品質・保安会議 事 業 者 検 査 課

安 全 技 術 課
安 全 管 理 部

作 業 安 全 課
社 長

経 営 企 画 本 部

濃 縮 事 業 部

埋 設 事 業 部 再 処 理 計 画 部

品 質 保 証 課

調 達 室

働 き 方 改 革 本 部

地 域 ・ 広 報 本 部

安 全 ・ 品 質 本 部

監 査 室

カ イ ゼ ン 推 進 室

 

 図 本申請における設計および調達に係る組織 

設計を主管する箇所：土木建築部 土木建築技術課，耐震技術課 

調達を主管する箇所：土木建築部 耐震技術課 

契約を主管する箇所：調達室 

事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所：再処理計画部 

供給者に対する監査を主管する箇所：安全・品質本部 品質保証部、品質保証部 品質保証課 
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補足説明資料2-4 

 

申請書作成のための設計及び設計のアウトプットに対する検証について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る申請書作成のため

の設計として設計要求事項検討表（補足説明資料2-3）を作成している。 

設計のアウトプットが設計に用いる情報の明確化の要求事項を満たしてい

ることの検証を、設計要求事項検討表（補足説明資料2-3）を用いて実施し

ている。 

実績について設計要求事項検討表（補足説明資料2-3）のとおり。 

 

                                   

                                   

 

35



令和 5 年 3 月 15 日 R1 
 

 

 

 

 

補足説明資料 2-5 
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補足説明資料2-5 

 

申請書の作成について 

 

本申請に必要な申請書の作成は設計を主管する箇所が作成した設計活動の

アウトプットを基に事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所が実施する。 

上記の作業手順に関する規定として「再処理／廃棄物管理 事業変更許可

申請書の作成フローについて」を定めている。 

設計を主管する箇所が作成する設計活動のアウトプットを申請書案として

取りまとめ、設計の計画に従って要求事項との適合性をレビューしている。

その後、事業変更許可に係る官庁申請を主管する箇所が、上記の設計活動の

アウトプットを取りまとめ、申請書の全体的な体裁チェックを実施した後、

申請書の承認プロセスへ進む（補足説明資料2-6，2-7，2-8）。 

 

当該規定及び申請書の全体的な体裁チェックの実績の例示を次葉のとおり

添付する。 

 

なお、設計を主管する箇所において申請書案を作成する過程では、整理資

料として許可本文、添付書類に記載すべき事項、その根拠となる情報、計算

結果等を取りまとめ、レビューを行うことで変更許可申請書の技術的な内容

に係る品質を確保する活動をしている。 

また、レビューを行う際は、事業変更許可申請の経験を持つ技術者が整理

資料の記載事項について横断的な視点でレビューを行う運用としている。 

ただし、上記レビューについては、記録の管理を含めて明文化した運用で

はないことから、今後の改善として本活動に係る運用の明文化を進めており、

次回申請書作成時に運用できるよう準備中である。 
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補足説明資料2-6 

 

申請書の承認について(再処理安全委員会) 

 

本申請に必要な申請書の承認に先立ち、事業変更許可に係る官庁申請を主

管する箇所は再処理安全委員会へ付議し、保安上の妥当性について審議を受

けた。 

付議の実績について次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料2-7 

 

申請書の承認について(品質・保安会議) 

 

本申請に必要な申請書の承認に先立ち、事業変更許可に係る官庁申請を主管す

る箇所は品質・保安会議へ付議し変更申請における保安に係る方針を全社的観

点から審議を受けた。 

付議の実績について次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料2-8 

 

申請書の承認について(稟議による承認) 

 

本申請に必要な申請書の承認について、事業変更許可に係る官庁申請を主管す

る箇所は稟議により承認を得た。 

承認の実績について次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料3-1 

供給者の技術的評価について 

（「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務） 

「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務に係る調達について、調

達を主管する箇所は技術的評価を実施した。 

技術的評価においては、「再処理事業部 調達管理要領」に基づき以下の

基準について審査が行われた。 

① 技術的能力：設備、有資格者等から信頼性のある製品・役務を供給で

きる能力があると判断できること

② 納入実績等：類似製品、役務の納入実績があること

③ 品質マネジメントシステム：品質マネジメントシステムが整備されて

いること、またはISO9001を取得していること

④ 経営状態：経営的に安定していること

実績について次葉のとおり添付する。 
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補足説明資料4-1 

 

本申請に当たって実施した設計活動に係る品質管理の 

活動実績無しに係る説明 

 

添付書類九の各項について、本申請に当たって実施した設計活動に係る品

質管理の活動実績が無い箇所について以下のとおり説明する。 

 

                                   

                                   

                                   

 

3.6 について、「標準応答スペクトル」の取り入れに関する業務において

は、不適合は発生していない。 

 

４．および５．について、設計及び工事の計画に係る品質管理として設計

及び工事の計画の変更の認可申請書に記載する「設計および工事に係る品質

マネジメントシステム」および同添付書類「設計及び工事に係る品質マネジ

メントシステムに関する説明書」にて改めて説明する。 

 

以上 
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